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毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必
要な取締を行うことを目的とする。

「保健衛生上の見地」とは
公衆衛生の向上及び増進の立場
毒物劇物の漏洩などの防止
→人体への健康被害の防止

毒物及び劇物取締法の目的



毒物及び劇物取締法の体系

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法施行令、毒物及び劇物指定令

毒物及び劇物取締法施行規則

通知など



□ 毒 物：法別表第１及び指定令第１条に掲げる物

□ 劇 物：法別表第２及び指定令第２条に掲げる物

□ 特定毒物：法別表第３及び指定令第３条に掲げる物

□ いずれも医薬品及び医薬部外品を除く

毒物又は劇物とは？



製造業者（登録が必要）
輸入業者（登録が必要）
販売業者（登録が必要）

特定毒物研究者（許可が必要）
特定毒物使用者（指定が必要）

業務上取扱者（要届出）（めっき業、しろあり防除業等）

業務上取扱者（届出を要さない）（学校、工場、農業等）
⇒農薬や、研究に使われる試薬等で、毒劇物に該
当するものを扱う場合、適用対象となる。

毒物劇物取締法の適用対象



届出対象外であっても、毒物及び劇物取締法第15条の2
（廃棄）及び法第16条（運搬等についての技術上の基
準）は、全ての人が守らなければなりません。

また、毒物及び劇物取締法第22条第5項により、届出を
要しない全ての業務上取扱者は、上記に加え法第11条
（毒物又は劇物の取扱）、法第12条第1項及び第3項
（毒物又は劇物の表示）、法第17条（事故の際の措
置）並びに法第18条（立入検査等）を守らなければな
りません。

毒物劇物取締法の適用対象



□ 毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失すること
を防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

□ その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の
外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又
はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに
必要な措置を講じなければならない。

□ その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の
外において運搬する場合には、これらの物が飛散
し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに
必要な措置を講じなければならない。

毒物又は劇物の取扱（法第11条）



□ 誤飲を防ぐために、毒物劇物の容器に飲食物の容器
を使用しないこと

毒物又は劇物の取扱（法第11条）



□ 容器及び被包の表示
 「毒物」、「医薬用外」の文字 (「毒物」の文字

は赤地に白文字で表示する。)
 「劇物」、「医薬用外」の文字 (「劇物」の文字

は白地に赤文字で表示する。)
 使用の際に小分けした毒物劇物の容器及び被包に

も表示すること

□ 貯蔵設備の表示
 「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」の文字を見

やすく表示すること

毒物又は劇物の表示（法第12条）



□ 政令で定める技術上の基準及び毒物及び劇物の廃棄
の方法に関する基準に従うこと

□ 毒物及び劇物取締法だけではなく、その他の法令
（大気汚染防止法、水質汚濁防止法、下水道法、廃棄
物の処理及び清掃に関する法律等）で規定する基準に
も従うこと

□ 自己処理ができない場合は、許可を受けた産業廃棄
物処理業者に委託すること

毒物劇物の廃棄（法第15条の2）



□ 他の毒物劇物営業者に販売又は授与する時には、次に掲げる
事項を書面に記載しておく。
１．毒物又は劇物の名称及び数量
２．販売又は授与の年月日
３．譲受人の氏名、職業、住所

□ 営業者以外の者に販売又は授与する時には、上記事項を記載し、
譲受人が押印または署名した書面の提出を受けなければ、販売又
は授与してはならない。
→ 令和7年10月29日から署名も可能となった。

□ 保存期間は、販売又は授与の日から５年間。

※ 次に掲げる者に毒物劇物を交付してはならない。
・18歳未満の者
・心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の
措置を適正に行うことができない者

・麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者

毒物劇物の譲渡手続き



１．毒物及び劇物取締法について

２．毒物劇物営業者等への立入検査状況に
ついて

３．最近の動向

本日の内容



毒物劇物営業者等への立入検査状況について

立入検査数（甲府市含む）
R6R5R4R3R2
25101輸入業
25312製造業
7471624965一般販売業
423413726農業用品目販売業
22421特定品目販売業
11000電気めっき事業
00000金属熱処理事業
00000毒物劇物運送事業
00000しろあり防除事業
123118835995計



毒物劇物営業者等への立入検査状況について

違反件数（甲府市含む）

R6R5R4R3R2
00000輸入業
00100製造業
62000一般販売業
22000農業用品目販売業
10000特定品目販売業
01000電気めっき事業
00000金属熱処理事業
00000毒物劇物運送事業
00000しろあり防除事業
95100計



□ 毒物劇物を専用の貯蔵設備ではない場所に
陳列していた

□ 貯蔵場所に規定の表示がなかった、まちがっ
た表示をしていた

□ 登録品目以外の毒物劇物を販売していた

□ 譲受書に押印がなかった

毒物劇物営業者等への立入検査状況について

■違反内容



□ 貯蔵設備等の構造設備を変更した際の変更届
を提出していなかった

□ 登録無く毒物劇物を販売してしまった

□ 業務上取扱者の届出をしていなかった

□ 毒物及び劇物の紛失に関する指導

毒物劇物営業者等への立入検査状況について

■違反内容



１．毒物及び劇物取締法について

２．毒物劇物営業者等への立入検査状況に
ついて

３．最近の動向

本日の内容



・毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令
（令和7年政令第358号）

・毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令
（令和7年厚生労働省令第107号)

・「毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の容器
及び被包への表示等に係る留意事項について」の一
部改正について
（令和7年12月25日医薬薬審発1225第1号）

最近の動向



○新たに劇物に指定されたもの

４－［２－（４－ターシヤリ－ブチルフエニル）エ
トキシ］キナゾリン（別名フエナザキン）及びこれを
含有する製剤。ただし、４－［２－（４－ターシヤリ
－ブチルフエニル）エトキシ］キナゾリン19.4％以下
を含有するものを除く。

（毒物劇物販売業者としては、一般販売業者と
農業用品目販売業者が取り扱い可能。）

令和7年11月1日施行

毒物及び劇物指定令等の一部改正



○劇物から除外されたもの

塩素酸塩類を含有する製剤のうち、塩素酸ナトリウ
ム47.5％以上52.5％以下を含有する製剤（粉粒状に加
工をしたものを除く。）（炭酸水素ナトリウム27％以
上37％以下を含有するものに限る。）

令和7年10月29日施行

毒物及び劇物指定令等の一部改正



・毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令
（令和7年厚生労働省令第107号)
・令和7年10月29日付け医薬発1029第1号厚生労働省医薬局長通知

○毒物又は劇物の譲渡手続について
毒物及び劇物取締法第14条第2項の規定により作成する書面

は、譲受人が押印又は署名した書面と改められた。
（規則第12条の2関係）

令和7年10月29日施行

毒物及び劇物取締法施行規則
の一部改正



・令和7年12月25日付け医薬薬審発1225第1号厚生労働省医薬局
医薬品審査管理課長通知

○ JIS Z 7253（GHSに基づく化学品の危険有害性の情報伝達
方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート

（SDS）)が改定された。
この改定に合わせて、従来の通知 （平成24年3月26日付け
薬食化発0326第1号「毒物及び劇物取締法における毒物又は
劇物の容器及び被包への表示等に係る留意事項について（通
知）」）の一部が改正された。

○ ラベルやSDSへの留意事項が示されている。

「毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の
容器及び被包への表示等に係る留意事項につい

て」の一部改正について



ご不明な点は各窓口へご相談ください

□ 山梨県衛生薬務課 055-223-1491
□ 中北保健所 0551-23-3071
□ 峡東保健所 0553-20-2751
□ 峡南保健所 0556-22-8151
□ 富士・東部保健所 0555-24-9033

甲府市内の事業者（製造・輸入業者以外）は

□ 甲府市保健所 055-237-2550

お問い合わせ窓口お問い合わせ窓口

ご清聴いただきありがとうございました


